
１．主な改正事項（簡易版）

令和2・3年度改正

令和4年度改正

令和5年度改正

事前調査⽅法と記録の義務化、届出の対象拡⼤、
作業の安全化に伴う規制強化等

⽯綿事前調査結果報告システムによる届出制度新設
※GビズIDを取得して利⽤できるシステム

事前調査・分析調査を⾏う者の要件新設



引⽤元：厚⽣労働省安全衛⽣部化学物質対策課「⽯綿障害予防規則等の⼀部を改正する省令案の概要について」



２．作成書類
石綿関連工事必要書類一覧表

書類
レベル

提出先及び期限 法令根拠
1 2 3

着⼯前

解体等⼯事に係る事前調査説明書⾯
No.13-1  No.13-2参照 〇 〇 〇 受注者⇒発注者

作業開始14日前
⼤気汚染防⽌法第１８条の１５第１項
同法施⾏規則第１６条の６

⼯事計画届 〇 〇 △ 受注者⇒労基
作業開始14日前

安衛法第８８条第３項
労働安全衛⽣規則第９０条第５号の２〜３

特定粉じん排出等作業実施届出書 〇 ▲ △ 発注者⇒県知事
作業開始14日前

⼤気汚染防⽌法第１８条の１７第１項

建築物解体等作業届 〇 〇 △ 受注者⇒労基
作業開始前

⽯綿障害予防規則第５条
※法８８条第３項の届出を⾏う場合は適⽤しない

⼯事中

事前調査結果の掲⽰ 〇 〇 〇 現場掲示
作業開始前

⽯綿障害予防規則第３条第６項
⼤気汚染防⽌法第１８条の１５第５項

特定粉じん排出等作業内容の掲⽰ 〇 〇 〇 現場掲示
作業開始前

⼤気汚染防⽌法施⾏規則第１６条の４

完成後 特定粉じん排出等作業完了報告書
No.13-3参照 〇 〇 〇 受注者⇒発注者

遅滞なく報告
⼤気汚染防⽌法第１８条の２３第１項
同法施⾏規則第１６条の１６



３．対象⼯事

⼯事内容の把握

蛍光管の交換
ケーブル配線
コンクリート打設 等

天井ボード解体
壁のコア抜き
吹付け材の除去 等

事前調査や書類提出が不要
受注者のみで判断せず、
監督官庁(※)とも要相談

事前調査や書類提出が必要
関係法令及び⼯事マニュアル
に従い作成

⽯綿含有建材（みなし含む）を損傷させているかどうか？

判断のポイント

※伊勢崎市は前橋労働基準監督署及び中部環境事務所



４．着⼯前（事前調査）
石綿関連工事必要書類一覧表

書類
レベル

提出先及び期限 法令根拠
1 2 3

着⼯前

解体等⼯事に係る事前調査説明書⾯
No.13-1  No.13-2参照 〇 〇 〇 受注者⇒発注者

作業開始14日前
⼤気汚染防⽌法第１８条の１５第１項
同法施⾏規則第１６条の６

⼯事計画届 〇 〇 △ 受注者⇒労基
作業開始14日前

安衛法第８８条第３項
労働安全衛⽣規則第９０条第５号の２〜３

特定粉じん排出等作業実施届出書 〇 ▲ △ 発注者⇒県知事
作業開始14日前

⼤気汚染防⽌法第１８条の１７第１項

建築物解体等作業届 〇 〇 △ 受注者⇒労基
作業開始前

⽯綿障害予防規則第５条
※法８８条第３項の届出を⾏う場合は適⽤しない

⼯事中

事前調査結果の掲⽰ 〇 〇 〇 現場掲示
作業開始前

⽯綿障害予防規則第３条第６項
⼤気汚染防⽌法第１８条の１５第５項

特定粉じん排出等作業内容の掲⽰ 〇 〇 〇 現場掲示
作業開始前

⼤気汚染防⽌法施⾏規則第１６条の４

完成後 特定粉じん排出等作業完了報告書
No.13-3参照 〇 〇 〇 受注者⇒発注者

遅滞なく報告
⼤気汚染防⽌法第１８条の２３第１項
同法施⾏規則第１６条の１６



４．着⼯前（事前調査）

書⾯調査

事前調査は、「建築物⽯綿含有建材調査者」が⾏う

⽬視調査

分析調査

・ ・ ・ 設計図書、竣⼯図、発注者から提供された分析結果報告書等

・ ・ ・ 天井材仕様（認定番号確認）、壁⾯塗装状況、
保温材の使⽤状況等を現場で確認

・ ・ ・ 書⾯と⽬視により可能性がある建材を分析
可能性があるまま分析しない建材を扱う場合は、全て⽯綿含有建材扱い

※詳細は配布した資料を確認してください

令和５年
１０⽉１⽇より



４．着⼯前（事前調査）
事前調査結果報告システム ⼯事監理マニュアルNo.13-1を参照

解体⼯事に係る事前調査説明書⾯ ⼯事監理マニュアルNo.13-2を参照

システムを利⽤して作成することが可能
（報告システムの利⽤者マニュアルを確認）

事前調査説明書⾯は、作成したら発注者へ提出及び説明を⾏うこと



引⽤元：厚⽣労働省「⽯綿総合情報ポータルサイト」

システムの使い⽅や提出書⾯の
出⼒⽅法は、こちらからダウン
ロードできるマニュアルを参照

「⽯綿総合情報ポータルサイト」で検索



５．着⼯前（届出関係）
石綿関連工事必要書類一覧表

書類
レベル

提出先及び期限 法令根拠
1 2 3

着⼯前

解体等⼯事に係る事前調査説明書⾯
No.13-1  No.13-2参照 〇 〇 〇 受注者⇒発注者

作業開始14日前
⼤気汚染防⽌法第１８条の１５第１項
同法施⾏規則第１６条の６

⼯事計画届 〇 〇 △ 受注者⇒労基
作業開始14日前

安衛法第８８条第３項
労働安全衛⽣規則第９０条第５号の２〜３

特定粉じん排出等作業実施届出書 〇 ▲ △ 発注者⇒県知事
作業開始14日前

⼤気汚染防⽌法第１８条の１７第１項

建築物解体等作業届 〇 〇 △ 受注者⇒労基
作業開始前

⽯綿障害予防規則第５条
※法８８条第３項の届出を⾏う場合は適⽤しない

⼯事中

事前調査結果の掲⽰ 〇 〇 〇 現場掲示
作業開始前

⽯綿障害予防規則第３条第６項
⼤気汚染防⽌法第１８条の１５第５項

特定粉じん排出等作業内容の掲⽰ 〇 〇 〇 現場掲示
作業開始前

⼤気汚染防⽌法施⾏規則第１６条の４

完成後 特定粉じん排出等作業完了報告書
No.13-3参照 〇 〇 〇 受注者⇒発注者

遅滞なく報告
⼤気汚染防⽌法第１８条の２３第１項
同法施⾏規則第１６条の１６



５．着⼯前（届出関係）

建材に含まれる⽯綿の⾶散性の度合いで決まる

届出書類の判断

レベル１
吹付け⽯綿

事前調査完了 レベル２
保温材等

レベル３
成形板

事前調査結果報告システムによる報告と届出が必須
・⼯事計画届、建築物解体等作業届 労基へ届出
・特定粉じん排出等作業実施届出書 県へ届出
※特別管理産業廃棄物管理責任者の設置等も必要

事前調査結果報告システムによる報告で完了



引⽤元：厚⽣労働省様式集 労働安全衛規則様式第21号・⽯綿障害予防規則様式第1号



引⽤元：群⾺県ホームページ 環境森林部環境保全課様式集



補⾜：県への届出を省略できた作業事例
⽯綿含有保温材(レベル2)

⽯綿含有建材の無い部分を切断

⽯綿含有保温材を⼀切損傷させずに袋詰め
特別管理産業廃棄物として処分

本スライドの事例は、監督官庁へ
確認の上実施しております。
現場毎に周囲環境や作業状況等が
異なりますので、省略の是⾮は必
ず監督官庁へ確認してください。

重要事項



６．⼯事中
石綿関連工事必要書類一覧表

書類
レベル

提出先及び期限 法令根拠
1 2 3

着⼯前

解体等⼯事に係る事前調査説明書⾯
No.13-1  No.13-2参照 〇 〇 〇 受注者⇒発注者

作業開始14日前
⼤気汚染防⽌法第１８条の１５第１項
同法施⾏規則第１６条の６

⼯事計画届 〇 〇 △ 受注者⇒労基
作業開始14日前

安衛法第８８条第３項
労働安全衛⽣規則第９０条第５号の２〜３

特定粉じん排出等作業実施届出書 〇 ▲ △ 発注者⇒県知事
作業開始14日前

⼤気汚染防⽌法第１８条の１７第１項

建築物解体等作業届 〇 〇 △ 受注者⇒労基
作業開始前

⽯綿障害予防規則第５条
※法８８条第３項の届出を⾏う場合は適⽤しない

⼯事中

事前調査結果の掲⽰ 〇 〇 〇 現場掲示
作業開始前

⽯綿障害予防規則第３条第６項
⼤気汚染防⽌法第１８条の１５第５項

特定粉じん排出等作業内容の掲⽰ 〇 〇 〇 現場掲示
作業開始前

⼤気汚染防⽌法施⾏規則第１６条の４

完成後 特定粉じん排出等作業完了報告書
No.13-3参照 〇 〇 〇 受注者⇒発注者

遅滞なく報告
⼤気汚染防⽌法第１８条の２３第１項
同法施⾏規則第１６条の１６



引⽤元：群⾺県ホームページ 環境森林部環境保全課アスベスト⾶散防⽌対策関係



補⾜：作業中看板の例

⽯綿除去作業中

作業者以外⽴⼊禁⽌

作業中は⼯事範囲を明確にし、
作業者以外に周知（看板等を活⽤）



７．完成後
石綿関連工事必要書類一覧表

書類
レベル

提出先及び期限 法令根拠
1 2 3

着⼯前

解体等⼯事に係る事前調査説明書⾯
No.13-1  No.13-2参照 〇 〇 〇 受注者⇒発注者

作業開始14日前
⼤気汚染防⽌法第１８条の１５第１項
同法施⾏規則第１６条の６

⼯事計画届 〇 〇 △ 受注者⇒労基
作業開始14日前

安衛法第８８条第３項
労働安全衛⽣規則第９０条第５号の２〜３

特定粉じん排出等作業実施届出書 〇 ▲ △ 発注者⇒県知事
作業開始14日前

⼤気汚染防⽌法第１８条の１７第１項

建築物解体等作業届 〇 〇 △ 受注者⇒労基
作業開始前

⽯綿障害予防規則第５条
※法８８条第３項の届出を⾏う場合は適⽤しない

⼯事中

事前調査結果の掲⽰ 〇 〇 〇 現場掲示
作業開始前

⽯綿障害予防規則第３条第６項
⼤気汚染防⽌法第１８条の１５第５項

特定粉じん排出等作業内容の掲⽰ 〇 〇 〇 現場掲示
作業開始前

⼤気汚染防⽌法施⾏規則第１６条の４

完成後 特定粉じん排出等作業完了報告書
No.13-3参照 〇 〇 〇 受注者⇒発注者

遅滞なく報告
⼤気汚染防⽌法第１８条の２３第１項
同法施⾏規則第１６条の１６



７．完成後
特定粉じん排出等作業完了報告書 ⼯事監理マニュアルNo.13-3を参照

⽯綿含有建材の取り残しが無いことを資格者が確認
・⽯綿作業主任者技能講習修了者
・建築物⽯綿含有建材調査者（事前調査者）

令和５年
１０⽉１⽇より

計画と異なる作業をした場合は、その作業内容を反映すること

報告のポイント



８．⽯綿の処分

廃⽯綿

⽯綿含有廃棄物

・ ・ ・ 吹付け⽯綿、保温材、被覆耐⽕材、断熱材等

・ ・ ・ ⽯膏ボード、壁⾯塗材、パッキン・ガスケット等

特別管理産業廃棄物に該当し、特別管理産業廃棄物管理責任者が適切に
処理業務が⾏われていることを監督しなければならない
特別管理産業廃棄物として管理型、遮断型処分場にて最終処分

⽯綿含有産業廃棄物の収集運搬許可がある業者が運搬
許可を得た安定型、管理型処分場にて最終処分可能

⾶散防⽌の徹底、他廃棄物との混合厳禁は全ての⽯綿において共通


